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特定非営利活動法人  

全国認知症グループホーム協会  

代表理事 木川田 典弓爾  

社会保障審議会介護給付費分科会ヒアリング資料  

1．協会の沿革と概要  

当協会は「住みなれた町にグループホームを～その人らしく最後まで～」を合言葉   

に、全国痴呆性高齢者グループホーム連絡協議会を平成10年5月に結成し、それ以来   

全国各地に1つでも多くのグループホームが設立されること、量的拡大と同時にサー  

ビスの質を保証し向上を図ること、そのための運営の安定を確保するために会員相互   

の力を結集しながら、様々な活動を積み重ねてまいりました。  

平成12年4月に介護保険制度がスタートし、現在、全国各地のグループホームは、   

介護サービスの一翼を担うまでに成長を続けてきております。  

全国（；H協はさらなる事業の拡大や強化、充実を図ると同時に組織としての信頼度  

を高めるため、平成12年10月にNPO法人格（特定非営利活動法人）を取得し、名称   

も全国痴呆性高齢者グループホーム協会と改め、平成16年12月に「痴呆」から「認   

知症」への用語の変更を受けて、平成17年10月、「全国認知症グループホーム協会」  

に改称いたしまて、現在に至っております。  

2．組織構成（平成20年8月末現在）  

会員数： 正会員：1718法人  

準会員：203（団体・個人）  

一般会員：20（団体・個人）   

役 員： 理事：18名 監事：3名  

3．事業内容  

・グループホームにおけるケアサービスを向上させるための調査と研究  

・グループホーム設立および運営に関する支援  

・グループホーム職員に対する各種研修  

・グループホームの全国的ネットワークづくりと情報収集およびその提供  

・グループホーム事業に対する理解を深め、協力を得る啓発・広報活動  

・行政その他関係機関との連携、連絡、調整に関する事業  

・機関誌および出版物の発行  他  

－1－   



介護報酬改定に関する要望事項について  

「介護従事者の待遇改善による介護レベルアップ、ならびに認知症グループホームの安定  

的経営による利用者を取り巻く諸状況の改善を目指す」ために以下の項目を要望いたしま  

す  

1．認知症対応型共同生活介護のサー ビス提供に対する適正な評価と報酬上の評価に つ  

いて  

1．介護職員確保と待遇改善に特化した介護報酬の改定   

当協会が平成19年度に実施した認知症グループホーム事業実態調査において、   

事業収入に占める人件費の割合は、全体で62．7％、法人格別に見ると医療法人が  

65．9％で最も高く、有限・NPO・その他がそれぞれ61．7％、61．0％、社会福祉法   

人が59．7％となっています。さらに、介護保険収入に占める人件費割合は、医療法   

人が88．3％、以下、84．7％、79．9％、75．0％となっています。   

このような状況から、介護職員の待遇の改善に向けた報酬上の配慮を要望します。  

2．1ユニットの事業所の健全な経営が行えるような報酬改定   

1ユニット事業の経営状況は悪化の一途を辿っております。このままでいくと、1   

ユニット事業者の閉鎖等が進み、由々しき社会問題に発展することも考えられます。   

このような状況が続きますと、必然、グループホーム経営からの撤退、廃業へのス   

ピードが加速されると考えられます。   

様々な法人が経営する事業所においても、サービスを低下させることのなく健全   

な経営が行えるような報酬上の配慮を要望します。  

3．適切な夜間ケアの提供体制への改定と適正な評価   

夜勤に関しては、基本的には1ユニット1名夜勤ということになっておりますが、   

2ユニットの場合、夜勤者は1名でも良いとされております。しかし、現実には、殆   

どの施設において各ユニット1名の夜勤体制をとっております。ご承知の如く認知  

症対応共同生活介護は、認知症の方々の生活を介護し、認知症の症状緩和、進行防   

止を行うために利用者に寄り添った、利用者の状況に合わせ、利用者中心のケアを   

行っており、日中の職員配置ならともかく、夜間においても昼夜逆転などで起きて   

いる利用者も多く、見守りがかかせない状況も常態的にある現実の中では、介護職   

員への負担も多大であり、2ユニット1人の夜勤者では十分対応できるとは言えな   

いのが現実であります。   

このような状況から、各ユニット1名夜勤を原則として、報酬上の配慮を要望し   

ます。  
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2．認知症対応型共同生活介護において提供される認知症ケアの質の適正な評価と報酬上  

の評価について  

1．夜間介護加算の創設  

グループホームにおけるケア、特に夜間ケアのストレスが大きいことは実態調査   

からも明らかであり、夜勤時の不安も 3割を超え、他の施設の夜勤より多大のスト   

レス、1名夜勤など、多くの不安を抱えている状況であります。   

2008年9月に行いました緊急調査において、夜勤者の業務内容を調べましたとこ   

ろ、通常行われるケアのほかに、入浴介助、修理修繕、繕い物、食事調理支援など、   

グループホーム特有の家政的なケアが行われており、また、夜勤時の休憩時間もな   

かなか取れない実態が浮かび上がってきておりますので、何らかの条件下において   

でもグループホームにおける夜間介護加算の創設を要望します。  

2，認知症ケア相談、在宅復帰加算について  

グループホームの本来の機能として、認知症による様々な症状が緩和し、落ち着   

いた時期に再び在宅での生活を送ることが出来るよう支援することがありますが，   

現実にはせっかく落ちついた時期を迎えてもご家庭の事情もあってなかなか在宅復   

帰が進まない実情があります。   

その理由として、在宅復帰の前後への支援が乏しいことが考えられます。認知症   

対応型共同生活介護を利用される当初には、環境に慣れていただくための体験入居   

などを行いますが、その当初より、落ち着いた時期にはご家庭でケアできるように   

支援することを理解していただき、ご家族に対して介護者教室を開いたり、ケアの   

実際についてお教えしたり、見守りがかかせない状況でのケアの仕方を話し合った   

りし、また、在宅復帰に向けて、ご家庭にお邪魔してご家庭での認知症ケアへのソ   

フト、ハード等についてご相談に乗り、在宅復帰後も適所介護やショー トステイを   

利用したり、時々グループホームを訪問していただき、お茶など飲んでひと時を過   

ごしていただくと言った常にご家族と連携をとるような取り組みに対し、認知症ケ   

ア相談加算を、また、在宅復帰後、一定期間在宅生活が安定してできたことについ   

ての報酬上の評価として在宅復帰加算の導入を要望します。  

3．終末期ケア加算について   

認知症高齢者の方も高齢化や廃用症候群、また認知症そのものの進行などにより、   

いずれは終末期を迎えます。「住み慣れたところで人生の最後を迎えたい」、という   

思いは誰しも持っています。  

グループホームでの共同生活が長いと、そこが終の棲家とならざるを得ません。  

「ご家族のもとで」という思いは持っておられるかもしれませんが、実際には何年   

かたっともうご家庭には帰れないとあきらめている方も多いと思われます。次善の   

策としてグループホームで最期を迎えたい、迎えさせてあげたいという想いになる   

のだと思われます。そこでは、様々な医療機器に囲まれ、モニターで監視されるよ   

うな病院での最期ではなく、ご家族や馴染みの職員に囲まれ、手を握られ、身体を  
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さすってもらい、みんなに感謝しながらの最期となるのです。●   

そうした最期を迎えるためには、医師や看護職の協力はいうに及ばず、グループ  

ホームとしても手厚いケアを行うためには人員を配備し、必要な物品を用意し、環  

境を整備するなど、それなりの体制をとる必要があります。また、終末期ケアを行  

うことによって、他の利用者のケアがおろそかにならないようにしなければなりま  

せん。  

認知症グループホームにおいて行われる、終末期ケアに報酬上の評価を要望します。  
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参 考 資 料  

全国認知症グループホーム協会  

2007年度  

認知症グループホームの実態調査結果  

2008年  

グループホーム事業緊急調査  
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■調査対象  

全国認知症グループホーム協会会員事業所2′100箇所  

■調査実施時期  

2008年1月10～1月31日  

一調査方法  

郵送アンケート  

■ 回収  

796件（回収率 37．9％）   





■ 夜間配置人数は、事業所全体の平均で1．5人。1ユニットあたりの換算では、   
宿直0．1人、夜勤0．9人の、合わせて1，0人となっている。  

．ユニット数別にみると、「1ユニット」の事業所では、宿直0．2人、夜勤1．0人で   
合わせて1．2人、「2ユニット」と「3ユニット以上」の事業所では、宿直0．1人、夜   
勤0．9人で合わせて1．0人となっている。  

■ 複数ユニットにおいても、多くの事業所が夜勤配置で対応しており、ほぼ1ユ  
ニット1人体制が確保されている  

平均僧   

職員の過不足感  

事業所における瀬長の過不足感を職種別に聞いたところ、介護職では「大いに不足」8．4％、「不足」20．2％、  

「やや不足」31．5％で、合わせて6割の事業所が不足していると回答している。  

看護職では、「大いに不足」の割合が最も高くほ．5％となっており、「不足」17．2％、「やや不足」14．1％を合  

わせて、5割弱の事業所が不足していると回答している。  

計画作成担当者は、「適当」が7割を占め、概ね人材が確保できている様子がうかがえる。  

帆  20％  40％  め1  80％  100％  

介捜陣貝の過不足患  

看捜l織員の過不足感  

計画作成担当者の過不足威  

その他の隠員の過不足痘  
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職員の在職期間  

常勤職員で、在職年数ごとの割合をみると、全体では「1～3年未満」が40．5％、「3年以上」が39．4％で  

並んでおり、「1年未満」の層は2割程度となっている。  

事業所の開設年別に在職年数の割合をみると、「2004年以降」設立事業所では、職員の経験年数が  

比較的に浅い層が多く、「1年未満」が23．5％、「1～3年未満」が51．8％となっている。  

非常勤職員で、在職年数ごとの割合をみると、全体では「ト3年未満」が40．3％、「3年以上」が27．5％  

で、「1年未満」の層は32．2％となっている。常勤職員に比べると、「1年未満」の層の割合が高い。  

常勤職鼻の在職期間  非常勤職員の在職期間  

入職者・離職者の状況  

平成19年1月から12月までの1年間で、一事業所あたりの常勤職員の入職者は、平均2．1人（入職者割  

合19．4％）、離職者は1．8人（離職者割合16．7％）となっている。  

非常勤職員では、入職者は平均l．4人（38．9％）、離職者は平均l．1人（30．6％）となっているが、常勤職  

員よりも非常勤職員の入れ替わりが激しい様モが明らかである  

法人格別にみると、入職者、離職者ともに「株式会社・有限会社」の定着率が悪化しており、特に「非  

常勤職員」では離職者割合が35－7％で、非常勤職員の半数近くが1年以内の採用者となっている。  

斤は、「そ旦  
卜療養型⊥  
皇旦呈地  

金i鮎主  
鋸象から流出  

801  100＼  

常勤職員で岬  
他の介護脚  
12．9％で、グループホームに再献臆すj   

また、「疾病・イト譜以外の隠士執lは5．8％  

18．6％と醐蓋   

している可能性がある⊥  
01  彿  叩  頼  

0342入職者割合／融】隠者割合  （％）  

（常勤）  （非常勤）  

入   ホ   入   l誰  

職   職  職  隠  
舌  者   舌  看  
劉  割   割  割  
合  

全体  19．鴎  16．7％  3臥9％  30．仇   

社会権祉法人   16．8l  13．7％  25．g％  2Z．2％  

法  16．9％  川．硝  290％  29．0％  
人  
格  

無回答   1l．鍋  9．0％  t88≠  12．5％  

口他の法人のクルーブホム 白粥■ 重職・■■聖    Dその他の介護サビスM違 0匿片絶験          ■E嬢・介Ⅶ㍑け丹■増   田モの他 ロ■】●              日本l網   



利用者の状況  

［亘司  
■目寒  
l・1ヽ    男性  

利用者の性別は、男性1，352人、女性5．674人、無回答75人と   

なっており、グループホーム利用者のおよそ8割を女性が占め  

ている。要介護産別に見ても、男女の構成比に差はみられない。  

年齢楕成は、「80～90歳未満」が全体の54．1％を占めており、  

「90歳以上」も24．0％となっていて、平均年齢は84．3歳である。  

また、要介護度3段階別にみると、軽度要介護者の平均年齢は  
7，．9t  

83．1歳、中度要介護者は84．5歳、重度要介護者は85．†歳となっ  

ている。  巨垂］。。i未満 …．兼  
‘  
0  ■  景  ■  ■  集  

全件  
■   

89め  

I   l000   

■す●サ■    l●‘7  

■  
1000   

】，鴎  

介   I00P  ○  

t■■サ■    l5（方  

1000   

■■t  l（中  

10（）8  09  

平均年齢＝84．3歳  
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入居期間  

利用者がグループホームに入居してからの期間は、「3年以上」が35．1％と最も高く、その他の  

「1年未満」「l～2年未満」「2～3年未満」は、それぞれ2割程度とほぼ同じ割合になっている。  

平均年数は、2．5年で、軽度者と重度者の間には1年程度の差がある。  

Ot＿罰一 入居期間  （％）  

3   

討   年   平  
束   以  均  
扇  年  

未  独   
薄   

全体  N  6．926   1．532  1．580  l．3B6  2，428  6．926  
＼  1000   22．1  228  20．0  35．1  2．5   

軽度要介護  N  I．454   440  355  291  36台  l．454  

＼  100．0   30．3  24．4  20．0  25．3  2．l  

要                                     中度要介護  〟  3．さ脚   887  9】5  798  t，3（田  3．880   

介  ＼    00．0  22．3  23．G  20．6  335  2，4  
護                    重度要介護  N    ．489  2tX〉  2且2  2Tl  730  t．4B9  度   ＼   00 

．0  13．4  柑．9  t8．6  49．0  3．l  

k回答   N  103   25    20  30  103  
＼  1000   24．3  27．2  19．4  291  2，5   

利用者の要介護度の分布は、「要介護3」が29．0％で全体  

の3割を占める。次いで、「要介護2」が26，6％、「要介護  

1」が20．0％、「要介護4」が16．2％と続く。「要介護5」の認定  

者も5％程度入居している。平均要介護度は呈旦乙で、男  

女の差はみられない。  

要介護産別に認知症老人日常生活自立度の割合をみ  

ると、自立度Ⅲ以上のレベルでは、要介護lが17％、要介  

護2が37％程度、要介護3が61％に及ぶ。  

さらに、要介護4では80％、要介護5では85％となってお  

り、認知症レベルの重度利用者の割合が非常に高い。  

0粟支援2 口要介護1 □葦介≡蘇  0要介護3  ロ享介ヨH  ロ要介添  口無回答   



認知症の原因疾患について確認したところ、5，589人の回答が得られた。  

最も多いのは「アルツハイマー病」で、全体の37．1％を占める。次いで「脳血管性疾患」の25．1％、「その  

他の疾患」の10．哨と続く。  

性別でみると、男性では「脳血管性疾患」の割合が34．肌で、「アルツハイマー病」を上回り、女性との  

差が大きい。  

女性では、「アルツハイマー病」の割合が4割近くに達しており、男女差が顕著に表れている。  

ツ■  
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利用者の心身状態別にみた介護の負担感  

利用者個別に、介護職員の身体的負担感と  

精神的な負担感を4段階で確信したところ、  

要介護産別の負担感は、身休面と精神面で  

異なっていることがあきらかになった。   

職員の「身休的負担感」は、利用者の要介護  

度および認知症老人自立度等が重くなるに  

つれて高くなるが、「精神的負担感」は、要介  

護度にそれほど大きく影響されない。   

また、利用者の個別の状態によっては、軽度  

要介護者においても職員の大きなストレス要  

因を生じ得る実態が明らかとなった。  

r精神的負担感」は、要介護5の利用者よりも、  

要介護4、要介護3の利用者の方が高い状況  

がみてとれる。  

D全くない□あまりない口少しある日大いにある□無回  

要介護1（N＝1／418）   

要介護2（N＝1，888）   

要介護3（N＝2，061）  

要介護4（附・150）3   

要介護5（N＝365）  
0  

精神的な負担感  

□全くない□あまりないD少しある日大いにあるロ無回  

0＼20＼40＼．60＼8q＼J…  

捜
 
 
 



利用者の日常生活の状況  

利用者の日常生活の状況を確認するため、「日常的な買い物」「調理への参加」「趣味」「日常  

生活における役割や仕事」の4項目について、4段階での回答を得た。  

日常的な買い物は、「大いにある」「少しある」を合わせて32．7％、「調理への参加」は38＿4％、  

「趣味」は42．了％、「日常生活における役割や仕事」は50．3％となっており、暮しを通じたケアの  

実践が確実に進められている様子がわかる。  

0％  20％  401  鍋  8（汽  1昭  

（N7．101）  

日常的な買い物  

調理への参加  

趣味  

日常生活における役割や仕事  

白犬いにある   0少しある  Dあまりない  ロ全くない  ロk回篭  

利用者の変化から見るGHケアの効果  

． 調査対象利用者 7，＝‖人の入居当初と現在の状態変化を「改善群」「維持群」「悪化群」に  

分けて、項目別に比較した結果である。  
鼻声状態   書化  合計  改書群  糧綿群  悪化封  れ匝答   

q4、10歩行陣書   t00 0  8l  598  クコ 6  8 5   

01“1†疇下陣幕   1【抑 0    785  116  
0月、12 矢欄   1α）0  8 丁  53月  306  6 8   

身体状態の変化   

■  平均年齢が84歳、80歳以上利用者が全体の8割以上を占  

めるグループホームでは、歩行、喋下機能、失禁などの身  

体状態の低下は避けられない面もある。しかし，調査結果  

では、歩行障害の「悪化群」は236％、「喋下障害」116％、  

「失禁」306％となっている。  

・・．i「二  

． 身体状態の変化に比べると、周辺症状が悪化した割合は  

かなり低い。   

一  反対に、改善した割合が2割から3割程度となっている項目  

が多い。  

周辺丘状   ぎ化  
合計  改善騨  h持＃  熟化群  蠣回答   

041抑うつ状熟   l（泊 8  ††J  67 7  6 0  7 g   

q42依存   l（め D  117  68：l  12 7  

04ユ 不安   1以）0  乃 4  545  8 丁  丁 ユ   

q44攻撃的な言虻   t〔山 D  18 3  63 9    6 A   

D45幻■・妄想   1【X）0  lユ ー  69 3  9 7  てl   

046畦眠印書   1【吼0  1⊆lT  66（）  7 5  6日   

047緋梱   l（旧 D  112  71了  4 亡  

Dq8貞‖l∵遺書・権食事  1∝）0  息 6  76石  了 S  丁 ユ   

0ヰ9弄侵   ＝ⅩlD  5 0  819  5 b  8l   

巳驚生活の状況     東化          合計  改■p  鴫楕群  是化斡  鶉招か警  04＿け′8緻 ト⊇fし  生活での投書lや′ みごと、    l（灯0  28 3  571  12l  ロ         1ひ）○  コ12  51コ  TO 4  7l        相打0  24コ  56丁  ロ  9 4    撃ナ噌一ご。：∴     1∝〉 0  21†  561  150  7 2        l（船0  8 D  丁61  且6  ロ  ■こ－・▼－  豪族との関係性     1〔0 0  9 フ  〃ユ  6 4  ロ  
日常生活の症状  

「身体状態変化」、「周辺症状変化」、「日常生活の状況」の3  

分類で、最もグループホームケアの成果を認められる部分  

である。  

改善した割合が2割から2割の項目が多く、「個別的外出」  

「家族との関係性」などの項目で課鞄を残している。  



．退去者に関する回答事業所692事業所で、1年間の退去者数合計人数は2．528人。  

．退去先は、病院が約4割、介護施設サービスが24％程度、自宅が1割弱で、死亡によ   

る退去者は17．8％となっている。  

．死亡による退去者のうち、グループホーム内で看取りを行ったケースは全体の8・5％   

にあたる。死亡による退去者の半数近くが、グループホーム内で看取りを行っている  

ことがわかる。  

退居先  
自   班暮特  施義特  院医  死  

i且  宅   
そ  

含去  
計者  聖霊 介・  往型養 以・  環 機  亡 に  たムグ  の 他  

護毛 保健  外毛 のせ  関  よ る   
抜・  
施療  介 

合計人数   2．528人  225  602  148  1．054  449  215  50   

％   100，0   8gl  23．8％  5．9％  41．7％  17．8％  8．5％  2．0％   

死亡した利用者に占めるGH内看取り者の割合は47．9％   





■ 認知症ケアの経験年数は、全体平均で5．1年。  

■ 経験年数の構成比をみると、「5年以上」が38．8％を占めており、「2～5年未   

満」が37．4％、「1～2年未満」が9．2％、「1年未満」が4．7％となっている。  

■ 職種別の平均年数をみると、「計画作成担当者」が8．1年で最も長く、次いで   

「管理者が7．4年、「看護職員」が6．6年となっている。「介護職員」の平均年数  

は比較的に短く、4．4年となった。  

201  10I．  601  8【〉l  l（拍l  

夜勤回数（2007年12月実績）  

－ 2007年12月の夜勤回数を聞いたところ、全体の平均は3．9回。  

■ 勤務形態別にみると、「常勤職員」では4．1回、「非常勤職員」では2．4回となっている。  

－ 常勤職員では、「5－8回」が全体の46．8％を占めており、「1－4回」が30．4％となってい   

る。非常勤職員では、「なし」が39．7％となっているものの、4割以上で夜勤を行ってい  

■  る実態が明らかになった。  

‾ ‾ ■l   



月額給与  

二手・こ上・  

． 回答者2，375人からの月額給与（税込み、  

通勤手当・扶養手当等除く）を確認した。  

． 全体平均では、16．6万円で、勤続年数別  

にみると、「5年以上」がけ7万円、「2～5  

年未満」が1了．0万円、「2年未満」が15．9  

万円となっている。  

町4川l総与月糊  台  
0  万  
円  ll  

束  
■   万  

円  円   
呆   

壬一事  Ⅳ  
＼   

～年末萬  ＼  

10【〉0   

lI  

絨  ＼   

年  
ll  ＼  

ホ匝1苔   

l   

賞与（年額）  

＼   

全体平均では、年間で29．8万円。  

勤続年数別にみると、r5年以上」が40．2  

万円、「2－5年未満」が30．0万円、「2年  

未満」が25．6万円となっている。  



就労継続意欲を阻害する要因  

一 現在の職場での就労意欲が「ない」と回答した405人について、その理由を確認した。  

・最も多い理由は「雇用条件」で、全体の44．0％が選択している。次いで、「職務内容」が   

35．1％、「人間関係」が26．9％、「他の仕事に興味がある」が18．5％となっている。  

1 職種別にみると、計画作成担当者では「人間関係」や「その他」の割合が他の職種よ   

り高く、介護職員では「職務内容」を理由にする割合が低い。  

t  ヽ   l（カD   

l†面作劇当■  り  

l   

その他  
l  

■回答   
l   

く〟■4肪）  

雇用条件  

職務内専  

人間関係   

他の仕事に興味がある  

その他  

焦慮l苔  

■ － 1   



就労継続意向がない職員が希望する職場  

． 現在の職場での就労意欲が「ない」と回答した405人について、離職後に就業したい場所を確認した。  

．「わからない」が26．2％で最も多いものの、「介護・福祉以外の職場」を選択する割合が2割以上となって  

いる。  

－ その他では「他のグループホーム」が15．6％、「施設系サービス」が10，9％、「通所系サービス」と「医療  

系サービス」が6．9％、「訪問系サービス」が4．0％となっている。  

q3＿4就労継続意向がない職員が希望する職場  （複数回琶  

ム他  
計   の  

関   

ケ   プ   
ホ   ス  ス  ス  ビ  

ス   
全体  M  

＼   

・王＝室   N  

＼   

l・ご≡ き  〃  
＼   

看護職員  H  

職  ＼   

櫻  
＼   

その他   N  tO        0        1  
＼  100．0  10．0  10，0  川．0  0．0  】0．0  20b  20．0  30．0  

k匝】答  H  

＼  

職員のストレスの有無と内容  

日常業務を通じたストレスの有無を確認したところ、全体の89．2％が「ストレスあり」と回答いる。  

「ストレスがある」と回答した3．516人について、具体的な内容を確認したところ、「認知症ケアの理  

想と現実のジレンマ」が48．8％で最も高く、「精神的介護の負担」が38．3％、「責任の重さ」が36．7％、  

「職務の評価が賃金に結びついていないこと」が34．8％、「夜勤の不安」が33．6％となっている。  

グループホーム職員のストレスは、精神的負担に影響されることが明確に示されている。  

（H3516）  

仕●■の多さ ヰ■だ遭の低き  

1任の壬さ   

ストレスなし  靴の不音   
57ヽ  泣三拝症ケアの理想と現実のジレンマ  

鼻仰介護の即旦  

け神的介護の負担  
周辺症扶への対応  
同債との人問1間晴  

上司との人間聞係  

利用者家族との人間陳情   
♀甥の王手価が1金に彊びついていないこと  

休暇の取りにくさ  

夜勤の多さ  

その他   



グループホーム事業緊急アンケート調査  

t 調査対象  

全国認知症グループホーム協会会員 および  

都道府県連絡協議会会員事業所  

2008年8月28～9月2日  

■ 調査方法  

FAXアンケート調査  

t 集計  

518件（9／2日回収分までを集計）  

▼ ’洋  
ll   



暮 調査対象事業所の利用者要介護度構成比は、要支援2が0．8％、要   
介護1が19．0％、要介護2が25．8％、要介護3が30．0％、要介護4が  

17．5％、要介護5が6．8％となっている。  

．昨年度実施の実態調査結果より、重度化している。  

要支援2  
08ヽ   



夜間ケアの状況（2）  

■1ユニットあたり、夜間配置の平均人数は、夜勤が1．08人   

宿直が0．05人で、合わせて1．1人となっている。  

■ 夜勤時の職務内容を確認したところ、「食事」「排泄」「話   

し相手」「見守り」「記録」「就寝・起床支援」などの日中と   

共通する業務は、9割から10割に該当している。  

■ 夜勤者の業務に「入浴」が含まれている事業所は、全体   

の半数程度となっている。．  

■ 買い物・調理支援・縫い物など、家政的な支援がされて   

いることはグループホーム夜勤の特徴  

夜勤時の休憩時間の状況  

■ 夜勤時の休憩が「取れている」は   
75．8％、「取れていない」は23．4％と   

なっている。  

■「取れている」と回答した事業所のう   
ち、休憩が決まった時間帯に取れて   
いない事業所は74．2％となってい   

る。  

■ 休憩時間が「取れていない」と回答し   
た事業所で、その理由を確認したと   
ころ、「常時の見守りや直接支援の   
介護で忙しい」が8割以上に該当して   

いる。  

t まとまった休憩が取れない実態  

‾‾‾‾ 
マ   



休憩がとれない理由（その他）  

入居者にマンツーマンでの対応を求められる。  

その日の入居者さんの状態により決めにくい。どの時間で取るかは在勤者の判断に任せている。  

一応1時間あるが実際は取れていない。／入居者さんの生活ベースに合わせた対応をするため  

決まっているが必ず休憩できる駅ではない。不穏になっている人もいるし、リスクを抱えている人もいる。  

排泄支援が個人によって違っていたり、昼夜逆転が起きていたりする為、決める事が出来ない。一人夜勤のため決まった時周に休憩できない。  

l時間の仮眠時間を股けているが、状況に応じての時間等にしている。  

利用者の状態により休崇時間は異なり吉すノ決まっているができない事も多々あります。  

状況により取ることも出来るが取れない暗が多くなってきた。  

火事が起きたら大変である。病気、事故の早めの発見をするため  

全員9名が一緒lこ休まれる事がない。／その日の入居者さんの状況による。  

3時間の休憩を取るようになっておるが、実際は休憩することはーい。  

朝食の下ごしらえ、縫い物など家政的な業務があるため  

休憩時間としてとって良いことになっているが、実際ユニットに一人しかいないので取れない事が多い。  

曹段の業務中に出来ない羊を行っている。行事の予定立て、事故報告記入、ケアプラン作り、施設内装飾  

休憩時間が規定されていたとしても現在の夜勤善一名体制では休憩を取る事自体が無理がある。  

複数の入所者が同時に不安になったり、同時に個別的ケアが必要となった場合の対応。症状射ヒによる緊急的対応。何かあった時に一人で対  
応で常に不安がある．  

休憩時間は一応決まっているが、在勤者が一人のため終始見守り、排泄対応が必要なため休憩時間はあって如し、ようなものである。  

一人一人の動きにあわせていたら休む時間はありません。  

夜勤体制が一名という状況で決められた彿掴に完全に休憩に入るという状況は生まれない凸夜勤勤務全体の中で延べで休憩時間を取ってもら  
う方法Lか対応できていない。  

ある．33．2  

0．46   
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